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臨時株主総会決議ご通知 
 
拝啓 平素は、格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、本日開催の当社臨時株主総会において下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。 

敬具 
 
記 
 

決議事項   

 第１号議案  定款一部変更の件 

    本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。 

   

（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変  更  案 

第１章 総則 

第１条～第５条（条文省略） 

 

第１章 総則 

第１条～第５条（現行どおり） 

第２章 株式 

（発行可能株式総数） 

第６条 （条文省略） 

第２章 株式 

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 

第６条 （現行どおり） 

（新設） ② 当会社の発行可能種類株式総数は、各種類の株式に応じて

それぞれ次のとおりとする。 

普通株式 52,400,000株

Ａ種種類株式 2,092,000株

（単元株式数） 

第７条 当会社の単元株式数は、100株とする。 

（単元株式数） 

第７条 当会社の普通株式及びＡ種種類株式の単元株式数は、それ

ぞれ100株とする。 

 

第８条～第10条（条文省略） 第８条～第10条（現行どおり） 

（新設） 第２章の２ Ａ種種類株式 

（新設） （剰余金の配当） 

第10条の２ (Ａ種優先配当金） 

当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰

余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日

（以下「配当基準日」という。）の 終の株主名簿に記

載又は記録されたＡ種種類株式を有する株主（以下「Ａ

種種類株主」という。）又はＡ種種類株式の登録株式質

権者（Ａ種種類株主と併せて、以下「Ａ種種類株主等」

という。）に対し、第10条の10第１項に定める支払順位

に従い、Ａ種種類株式１株につき、次項に定める額の金

銭による剰余金の配当（かかる配当によりＡ種種類株式

１株当たりに支払われる金銭を、以下「Ａ種優先配当
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金」という。）を行う。なお、Ａ種優先配当金に、各Ａ

種種類株主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた

金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り

捨てる。 

（新設） ② (Ａ種優先配当金の金額） 

Ａ種優先配当金の額は、956円（以下「払込金額相当額」

という。）に､年率1.0％を乗じて算出した額の金銭につ

いて、当該配当基準日の属する事業年度の初日（但し、

当該配当基準日が2023年３月末日に終了する事業年度に

属する場合は、Ａ種種類株式について 初の払込みがな

された日）（同日を含む。）から当該配当基準日（同日

を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日（但

し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）として日割

計算を行うものとする（除算は 後に行い、円位未満小

数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五入す

る。）。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、

当該配当基準日より前の日を基準日としてＡ種種類株主

等に対して剰余金の配当（第４項に定めるＡ種累積未払

配当金相当額の配当を除く。）が行われたときは、当該

配当基準日に係るＡ種優先配当金の額は、その各配当に

おける配当金の合計額を控除した金額とする。 

（新設） ③ (非参加条項） 

当会社は、Ａ種種類株主等に対しては、Ａ種優先配当金

及びＡ種累積未払配当金相当額（第４項に定める。）の

額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行

う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若

しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又

は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条

第１項第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規

定される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

（新設） 
④ (累積条項） 

ある事業年度に属する日を基準日としてＡ種種類株主等

に対して行われた１株当たりの剰余金の配当（当該事業

年度より前の各事業年度に係るＡ種優先配当金につき本

項に従い累積したＡ種累積未払配当金相当額（以下に定

義される。）の配当を除く。）の総額が、当該事業年度

に係るＡ種優先配当金の額（当該事業年度の末日を基準

日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合におい

て、第２項に従い計算されるＡ種優先配当金の額をい

う。但し、かかる計算においては、第２項但書の規定は

適用されないものとして計算するものとする。）に達し

ないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度

の初日（同日を含む。）以降、実際に支払われる日（同

日を含む。）までの期間、年利1.0％で１年毎の複利計算

により累積する。なお、当該計算は、１年を365日（但

し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）とした日割

計算により行うものとし、除算は 後に行い、円位未満

小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五入す

る。Ａ種種類株式１株当たりにつき本項に従い累積した

金額（以下「Ａ種累積未払配当金相当額」という。）に
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ついては、第10条の10第１項に定める支払順位に従い、

Ａ種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が

行われるＡ種累積未払配当金相当額に、各Ａ種種類株主

等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に１円

未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。 

（新設） （残余財産の分配） 

第10条の３ (残余財産の分配） 

当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種類株主等

に対し、第10条の10第２項に定める支払順位に従い、Ａ

種種類株式１株につき、払込金額相当額に、Ａ種累積未

払配当金相当額及び第３項に定めるＡ種日割未払優先配

当金額を加えた額（以下「Ａ種残余財産分配額」とい

う。）の金銭を支払う。但し、本項においては、残余財

産の分配が行われる日（以下「分配日」という。）が配

当基準日の翌日（同日を含む。）から当該配当基準日を

基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間であ

る場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当

は行われないものとみなしてＡ種累積未払配当金相当額

を計算する。なお、Ａ種残余財産分配額に、各Ａ種種類

株主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に

１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨て

る。 

（新設） ② (非参加条項） 

Ａ種種類株主等に対しては、前項のほか、残余財産の分

配は行わない。 

（新設） ③ (日割未払優先配当金額） 

Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額は、分

配日の属する事業年度において、分配日を基準日として

Ａ種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、第

10条の２第２項に従い計算されるＡ種優先配当金相当額

とする（以下、Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先

配当金額を「Ａ種日割未払優先配当金額」という。）。 

（新設） （議決権） 

第10条の４ Ａ種種類株主は、当会社の株主総会及びＡ種種類株主

を構成員とする種類株主総会においてＡ種種類株式100株

につき１個の議決権を有する。 

（新設） ② 当会社が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場

合には、Ａ種種類株主を構成員とする種類株主総会の決

議を要しない。 

（新設） （金銭を対価とする取得請求権） 

第10条の５ (金銭対価取得請求権） 

Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の発行日以降いつでも、

当会社に対して､金銭を対価としてその有するＡ種種類株

式の全部又は一部を取得することを請求すること（以下

「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした

日を、以下「金銭対価取得請求日」という。）ができる

ものとし、当会社は、当該金銭対価取得請求に係るＡ種

種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲
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内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条

第２項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請

求の効力発生日に、Ａ種種類株主に対して、次に定める

取得価額の金銭を交付するものとする。但し、複数のＡ

種種類株主から分配可能額を超えて取得請求があった場

合、取得すべきＡ種種類株式は各Ａ種種類株主から取得

請求された株式数に応じた按分比例の方法により決定す

る。 

（新設） 
② (Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額） 

Ａ種種類株式の取得価額は、金銭取得対価請求日におけ

る（ⅰ）Ａ種種類株式１株当たりの払込金額相当額、

（ⅱ）Ａ種累積未払配当金相当額及び（ⅲ）Ａ種日割未

払優先配当金額の合計額に、金銭対価取得請求に係るＡ

種種類株式の数を乗じて得られる額をいう。なお、本条

の計算において、Ａ種累積未払配当金相当額及びＡ種日

割未払優先配当金額の計算は第10条の３第１項及び同条

第３項に準じて行われるものとし、Ａ種累積未払配当金

相当額及びＡ種日割未払優先配当金額の計算における

「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金

銭対価取得請求日」と読み替えて、Ａ種累積未払配当金

相当額及びＡ種日割未払優先配当金額を計算する。ま

た、金銭対価取得請求に係るＡ種種類株式の取得と引換

えに交付する金銭に１円に満たない端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。 

（新設） ③ (金銭対価取得請求の効力発生） 

  金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書

類が当会社の定める金銭対価取得請求受付場所に到達し

た時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれ

か遅い時点に発生する。 

（新設） （普通株式を対価とする取得請求権） 

第10条の６ (普通株式対価取得請求権） 

Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の発行日以降いつでも、

当会社に対して、次項に定める数の普通株式（以下「請

求対象普通株式（普通株式対価）」という。）の交付と

引換えに、その有するＡ種種類株式の全部又は一部を取

得することを請求すること（以下「普通株式対価取得請

求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下

「普通株式対価取得請求日」という。）ができるものと

し、当会社は、当該普通株式対価取得請求に係るＡ種種

類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内

において、請求対象普通株式（普通株式対価）を、当該

Ａ種種類株主に対して交付するものとする。 

（新設） ② (Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数） 

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数（以

下「交付株式数」という。）は、（ⅰ）Ａ種種類株式１株当

たりの払込金額相当額､（ⅱ）Ａ種累積未払配当金相当額

及び（ⅲ）Ａ種日割未払優先配当金額の合計額に普通株式

対価取得請求に係るＡ種種類株式の数を乗じて得られる額

を、第３項及び第４項で定める取得価額で除して得られる
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数とする。なお、本項の計算において、Ａ種累積未払配当

金相当額及びＡ種日割未払優先配当金額の計算は第10条の

３第１項及び同条第３項に準じて行われるものとし、Ａ種

累積未払配当金相当額及びＡ種日割未払優先配当金額の計

算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配

日」を「普通株式対価取得請求日」と読み替えて、Ａ種累

積未払配当金相当額及びＡ種日割未払優先配当金額を計算

する。また、普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式の

取得と引換えに交付する普通株式の合計数に１株に満たな

い端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場

合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付

は行わない。 

 

（新設） ③ (当初取得価額） 

取得価額は、当初956円とする。 

（新設） 

 

④ (取得価額の調整） 

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のと

おり取得価額を調整する。 

イ 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場

合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無

償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済

普通株式数｣は「無償割当て前発行済普通株式数（但し、

その時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」、

「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普

通株式数（但し、その時点で当会社が保有する普通株式

を除く。）」とそれぞれ読み替える。 
 

調整後取得価額＝ 調整前取得価額×

分割前発行済普通株式数 

分割後発行済普通株式数 
 
  調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株

式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基

準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用す

る。 

 

ロ 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、

取得価額を調整する。 

調整後取得価額＝ 調整前取得価額×

併合前発行済普通株式数 

併合後発行済普通株式数 
 

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これ

を適用する。 

 ハ 下記（d）に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払

込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普

通株式を処分する場合（株式報酬制度に基づき当会社又

は当会社の子会社の取締役、監査役、執行役員その他の

役員又は従業員に普通株式を発行又は処分する場合、株

式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得さ

れる株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。以下、本項において同じ。）の取得に

よる場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使によ

る場合、又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分
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割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式

（以下「新株発行等による取得価額調整式」という。）

により取得価額を調整する。新株発行等による取得価額

調整式における「１株当たり払込金額」は、金銭以外の

財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評

価額とする。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を

定めた場合には当該払込期間の 終日）の翌日以降、ま

た株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準

日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適

用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場

合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の

数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、

「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において

当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替え

る。 

 
調整後取得価額＝
調 整 前 取 得 価 額

 
× 

(発行済普通

株 式 数

－ 

当会社が保有

する普通株式

の 数 )

 
＋ 
 

新たに発行す

る 普 通 株 式

の 数

×

 

１株当たり

払込金額 

 
普通株式１株当たりの時価

 

(発行済普通株式数－当会社が保有する普通 

株 式 の 数) 

＋新たに発行する普通株式の数 

  

ニ 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得される

ことにより､下記（d）に定める普通株式１株当たりの時

価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通

株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分す

る場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式

の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の

終日。以下、本ニにおいて同じ。）に、株式無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てに係

る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本ニにおい

て同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、

発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され

普通株式が交付されたものとみなし、新株発行等による

取得価額調整式において「１株当たり払込金額」として

かかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額

とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式

無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これ

を適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付され

る普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合

は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発

行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条

件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出

するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを

適用する。また、本ニに基づく調整の効力発生時点にお

いて、同一の証券に関して取得に際して交付される普通

株式の対価が複数存在する場合には、 も低い対価を基

準として調整を行うものとする。 
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 ホ 行使することにより又は当会社に取得されることにより、

普通株式１株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約

権の行使に際して出資される財産（金銭以外の財産を出

資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とす

る。以下、本ホにおいて同じ。）の合計額が下記（d）に

定める普通株式１株当たりの時価を下回る価額をもって

普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行

する場合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、か

かる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係

る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本ホにおい

て同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、

発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は

取得されて普通株式が交付されたものとみなし、新株発

行等による取得価額調整式において「１株当たり払込金

額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込金額

と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式

１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を､調

整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予

約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合

にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日が

ある場合にはその翌日以降、これを適用する｡上記にかか

わらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対

価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価

額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約

権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得

されて普通株式が交付されたものとみなして算出するも

のとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用す

る。また、本ホに基づく調整の効力発生時点において、

同一の証券に関して取得又は行使に際して交付される普

通株式の対価が複数存在する場合には、 も低い対価を

基準として調整を行うものとする。 

 ヘ (ⅰ）以下に定める特別配当の支払を実施する場合、次の

算式（以下「特別配当による取得価額調整式」といい、

新株発行等による取得価額調整式と併せて「取得価額調

整式」という。）により取得価額を調整する。 
 

調整後 
取得価額 

 

＝ 
調整前 
取得価額 

× 

普通株式１株 

当たりの時価 

－ 

 

普通株式１株 

当たりの特別配当 

普通株式１株当たりの時価 

 
｢普通株式１株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰

余金の配当に係る当該事業年度の 終の基準日における

交付株式数で除した金額をいう。普通株式１株当たりの

特別配当の計算については、円位未満小数第２位まで算

出し、小数第２位を四捨五入する。 

(ⅱ) ｢特別配当」とは、各事業年度内に到来する配当に

係る各基準日における、当会社普通株式１株当たりの剰

余金の配当（会社法第455条第２項及び第456条の規定に

より支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とす
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る剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配

当の額とする。）の額に当該基準日時点における交付株式

数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、

基準配当金（基準配当金は、払込金額（金956円）を当初

の取得価額で除して得られる数値（円位未満小数第１位

まで算出し、小数第１位を切り捨てる。）に 35 を乗じた

金額とする。）（当会社が当会社の事業年度を変更した

場合には、Ａ種種類株主と協議の上合理的に修正された

金額）を超える場合における当該超過額をいう。 

(ⅲ) 特別配当による取得価額の調整は、各事業年度の配

当に係る 終の基準日に係る会社法第454条又は第459条

に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌

月10日以降これを適用する。 

 (b) 上記（a）に掲げた事由によるほか、下記イ乃至ハのいず

れかに該当する場合には、当会社はＡ種種類株主等に対

して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調

整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知し

た上、取得価額の調整を適切に行うものとする。 

 イ 合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株

式会社の発行済株式の取得、株式移転、吸収分割若しく

は吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権

利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設分割のため

に取得価額の調整を必要とするとき。 

 ロ 取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一

方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用

すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必

要があるとき。 

 ハ その他、発行済普通株式数（但し、当会社が保有する普通

株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事

由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

 (c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

 (d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、

新株発行等による取得価額調整式の場合には調整後取得

価額を適用する日（但し、取得価額を調整すべき事由に

ついて株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引

所」という。）が提供する適時開示情報閲覧サービスにお

いて公表された場合には、当該公表が行われた日）又は

特別配当による取得価額調整式の場合には当該事業年度

の配当に係る 終の基準日、にそれぞれ先立つ連続する

30取引日の東京証券取引所における当会社普通株式の普

通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（平均値の計

算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切

り捨てる。）とする。なお、「取引日」とは、東京証券取

引所において当会社普通株式の普通取引が行われる日を

いう。 

 (e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額

と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるとき

は、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本（e）に

より不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の
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計算において斟酌される。 

 (f) 本条に定める取得価額の調整は、Ａ種種類株式と同日付で

発行される当会社の新株予約権及び新株予約権付社債の

発行については適用されないものとする。 

（新設） ⑤ (普通株式対価取得請求の効力発生） 

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求

に要する書類が当会社の定める普通株式対価取得請求受

付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生

希望日のいずれか遅い時点に発生する。 

（新設） 
⑥ (普通株式の交付方法） 

  当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通

株式対価取得請求をしたＡ種種類株主に対して、当該Ａ

種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口

座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増

加の記録を行うことにより普通株式を交付する。 

（新設） （金銭を対価とする取得条項） 

第10条の７ 当会社は、Ａ種種類株式の発行日から５年後の応当日

以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日（以下

「金銭対価償還日」という。）が到来することをもっ

て、Ａ種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前

までに書面による通知（撤回不能とする。）を行った上

で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価とし

て、Ａ種種類株式の全部又は一部を取得することができ

る（以下「金銭対価償還」という。）ものとし、当会社

は、当該金銭対価償還に係るＡ種種類株式を取得するの

と引換えに、金銭対価償還日における（ⅰ）Ａ種種類株

式１株当たりの払込金額相当額、（ⅱ）Ａ種累積未払配

当金相当額及び（ⅲ）Ａ種日割未払優先配当金額の合計

額に、金銭対価償還に係るＡ種種類株式の数を乗じて得

られる額の金銭を、Ａ種種類株主に対して交付するもの

とする。なお、本条の計算において、Ａ種累積未払配当

金相当額及びＡ種日割未払優先配当金額の計算は第10条

の３第１項及び同条第３項に準じて行われるものとし、

Ａ種累積未払配当金相当額及びＡ種日割未払優先配当金

額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び

「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替え

て、Ａ種累積未払配当金相当額及びＡ種日割未払優先配

当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るＡ種種類

株式の取得と引換えに交付する金銭に１円に満たない端

数があるときは、これを切り捨てるものとする。Ａ種種

類株式の一部を取得する場合において、Ａ種種類株主が

複数存在するときは、按分比例の方法によって、Ａ種種

類株主から取得すべきＡ種種類株式を決定する。 

（新設） （譲渡制限） 

第10条の８ Ａ種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取

締役会の承認を受けなければならない。 

（新設） （株式の併合又は分割、募集株式の割当て等） 

第10条の９ 当会社は、Ａ種種類株式について株式の分割又は併合

を行わない。 
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（新設）   ② 当会社は、Ａ種種類株主には、募集株式の割当てを受ける

権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えな

い。 

（新設）   ③ 当会社は、Ａ種種類株主には、株式無償割当て又は新株予

約権無償割当てを行わない。 

 

（新設） （優先順位） 

第10条の10 Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金相当額及び普通

株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者（以下

「普通株主等」と総称する。）に対する剰余金の配当の

支払順位は、Ａ種累積未払配当金相当額が第１順位、Ａ

種優先配当金が第２順位、普通株主等に対する剰余金の

配当が第３順位とする。 

（新設） ② Ａ種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順

位は、Ａ種種類株式に係る残余財産の分配を第１順位、

普通株式に係る残余財産の分配を第２順位とする。 

（新設） 
③ 当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、あ

る順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために

必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当

又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比

例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を

行う。 

第３章 株主総会 

第11条～第16条（条文省略） 

第３章 株主総会 

第11条～第16条（現行どおり） 

 

（新設） （種類株主総会） 

第16条の２ 第12条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種

類株主総会にこれを準用する。 

② 第13条、第14条及び第16条の規定は、種類株主総会につい

てこれを準用する。 

③ 第15条第１項の規定は、会社法第324条第１項の規定によ

る種類株主総会の決議にこれを準用する。 

④ 第15条第２項の規定は、会社法第324条第２項の規定によ

る種類株主総会の決議にこれを準用する。 

 

第４章 取締役及び取締役会 

～第７章 計算、附則 

第４章 取締役及び取締役会 

～第７章 計算、附則 

第17条～第42条、附則（条文省略） 第17条～第42条、附則（現行どおり） 

 

 

 第２号議案  第三者割当によるＡ種種類株式、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第２回新株予約権の発行の件 

    本件は、原案どおり承認可決されました。 

以上 


